
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年度予算見積の概要 
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平成２０年度 森林部主要施策の概要 

                                                                  単位：千円 

（  ）内は、１９年度当初予算額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）健全な森林の整備  

 

①造林事業                      １，１９４，４５６（１，２７４，７３７） 

木材生産や保水、土砂流出防止など森林の多面的機能が持続的に発揮されるよう、その重視す

る機能に応じた森林整備を促進するため、ゾーニングに対応した森林所有者等による間伐などの

施業を、国の補助制度を活用し支援する。 

【森林の区分と整備】 

・水土保全林：国土保全、水源かん養機能等を高度に発揮する森林整備 

・資源の循環利用林：効率的・持続的な木材生産を目的とする森林整備 

・森林と人との共生林：森林空間の利用や森林生態系の保全を重視した森林整備 

 

②みどりの環境整備支援事業               

  ○みどりの環境整備支援事業                 １１０，０００（  －  ） 

CO2 吸収効果の高い若齢林（Ⅲ～Ⅶ齢級）における切捨間伐を促進することで、荒廃森林の

発生を抑制し、森林の持つ公益的機能が効果的に発揮されるよう定額を補助する。 

 

  ○ふるさとの森整備事業                   ２０，０００（２６，０４７） 

水土保全林（保全型）に位置付けられ、造林事業の補助対象とならない森林において、針広

混交林を目的とした強度間伐に要する経費に対して補助する。 

 

 ③森林整備地域活動支援事業                ２３７，９０９（２９１，８８４） 

   適切な森林の整備を通じて森林の有する多面的な機能の発揮を図るため、森林所有者等が森林

を集約化する際に必要となる情報を収集する活動や、施業を適切に実施するために必要となる施

業区域の明確化などに対して支援を行う。 

 

１ 多面的な機能を発揮できる多様で健全な森づくり 

 
森林には、木材生産の場であると同時に、水源のかん養や地球温暖化の防止といった公益的な

機能、あるいは県民への安らぎの提供など、様々な役割が期待されています。 
その森林が安定的に木材を供給し、多面的な機能を持続的に発揮していくため、それぞれの森

林の期待される役割に応じたゾーニングに基づく適正な森林の管理や作業道などの基盤整備、荒

廃森林の改善と発生の防止、山地災害の早期復旧などの取り組みを進めます。 
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④治山事業                              ４，０３０，１３５（４，０６９，８６３） 

 台風や豪雨による山地災害を早期に復旧するとともに、崩壊等が発生するおそれのある森林に

ついては、機能回復に向けた本数調整伐等の森林整備を推進する。 

 

 ⑤災害復旧事業                            ２１４，４３１（１８２，５５４） 

   台風や豪雨により被災した治山・林道施設の機能を早期に回復するため、復旧整備を実施する。 
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（１）担い手の確保・育成 

 

①人づくり推進事業                                ２６，３００（２６，２０７） 

 高齢化や減少の著しい担い手の対策として、技術レベルや就業状況に応じたきめ細かな研修を

実施するとともに、基幹林業労働者養成研修に研修生を派遣した事業体への支援、新卒者や異業

種からの新規参入の促進、また、労働災害防止に向けた研修会の実施など、将来の地域林業を担

う人づくりを総合的に推進する。 

 

②県営林活用雇用創出事業                   １０６，５７５（  －  ） 

   県営林を活用して雇用機会を創出するとともに、担い手の育成と将来の県営林での間伐等によ

る増産及び新生産システムに向けた木材供給に取り組む。 

 

③森の腕たち育成事業                        ２５０，７５１（１７２，６３３） 

「森の工場」の形成に必要な森林の集約化や計画的な作業道の開設、機械化による基盤整備に

対する取り組みと併せ、効率的な間伐材の生産などの総合的なＯＪＴを実施する意欲ある林業事

業体が、新規就業者や生産性の高い生産システム業務の経験のない者に対し、将来の基幹的な技

術者となるように育成することを支援する。 
 

④山村林業者支援事業（新規）                  ９２，８００（  －  ） 

   中山間地域等において、森林の持つ公益的機能の維持増進を図るとともに、小面積でも山仕事

を続ける意欲のある森林所有者や新規参入者の育成並びに雇用の確保のための森林整備等に支援

する。 

 

（２）森の工場づくりの推進                                                      

２ 木材の積極的な利用と木の産業づくり 

 
 成熟期に入りつつある森林資源を有効に活用し、林業・木材産業の再生と自立できる森林経営

の実現を目指して、木の産業づくりに積極的に取り組みます。 
そのため、木材を安定的に供給していく「新生産システム」の構築に向けて、いわゆる川上で

は、重点的に路網など産業基盤を整備する「森の工場」づくりを推進し、低い材価の下でも持続

的な木材生産ができる効率的な生産体制づくりや担い手の確保・育成に取り組みます。

また、川下では、木材の需要の変化に対応できる加工・流通などの体制づくりを進めるとともに、

特に、木材需要のうち大きなウエイトを占める木造住宅の建築促進に力点をおいた取り組みを進

めます。 
 併せて、住宅や公共工事はもとより、バイオマスエネルギーとしての活用なども含め、県民の

日常生活や産業活動等のあらゆる場面で県産の木材が積極的に利用されるよう、取り組みを進め

ます。 
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①森林整備推進事業                   ３９８，９９６（１６８，３７２） 

間伐等の森林整備を効果的に進めるために必要となる高性能林業機械の整備等や、森林所有者

による整備が進まずに放置された森林を、適切な状態に保つために必要な間伐等の施業を推進す

るため支援する。 

 

 ②森の工場導入モデル事業（新規）                ３２，７３４（  －  ） 

   意欲のある林業事業体や林業新規参入事業体等が行う森の工場づくりの足がかりとなる小規模

木材生産団地の施業・経営集約化や木材生産コスト低減など林業経営改善のための取り組みを支

援する。 

 

  ③森の腕たち育成事業（再掲）                     ２５０，７５１（１７２，６３３） 

 

（３）木材の安定供給体制の整備 

 

①林業・木材産業構造改革事業                   １０４，８４２（６９，６６２） 

 生産の効率化、加工・流通コストの低減など競争力のある産地づくりへ向けた木材産業の構造

改革を進めるため、木材加工流通施設の整備等を支援する。 

 

②地域林業総合支援事業                              １５，５７１（１４，５３３） 

 森林資源を適正に管理し有効に活用するため、市町村が主体的に実施する林業生産活動や担い

手育成など、森林・林業を核とした地域振興の取り組みを総合的に支援する。 

 

③林道事業                                  ２，７８３，６３８（２，８８４，３６９） 

 効率的な林業経営や森林の適正な整備を推進するため、その基盤となる計画的な路網の整備を

図る。 

 

（４）県産材の利用と販売体制の強化 

 

①県産材利用推進事業                       ２３，４７０（２７，８２０） 

   「木に親しむ」・「木を活かす」活動の一環として、県民が日常生活の中で身近に木と触れ合う

機会の創出や、木の良さを体感していただくため、県産の木材を積極的に活用した取り組みを推

進する。 

 

  ②販売活動促進事業                                    ２，５９３（３，１７５） 

     木材の販路拡大を図るため、消費地での流通拠点づくりや新規の需要拡大のための商談会の開

催などへ支援する。 

 

③木造住宅総合推進事業 

○こうち安心の木の住まいづくり助成事業              ５４，０９６（５４，１４９） 

 県産の乾燥材を使用し、県の地域木造住宅基準・高耐震住宅基準に適合した良質で長持ちす

る木造住宅に助成することで、木材の需要拡大を図るとともに南海地震に備える。 
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○こうちの木の家普及推進事業                      ２，５００（５，０００） 

 木や木の住まいの魅力を消費者に幅広くＰＲし、木造住宅の建築を促進するため、高知県木

材普及推進協会の行う情報発信に関する事業に対し助成を行う。 
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（１）森に学び木に触れる取り組みの促進    

 

  ①県民参加の森づくり推進事業                  

   ○森づくりへの理解と参加を促す広報事業             ５，２４１（８，１７１） 

       多様な媒体により、県民に対し幅広く、森林・林業の現状と森林の持つ役割の重要性につい

て理解を求め、県産材の利用など一人ひとりの行動が健全な森づくりに繋がることを分かりや

すくＰＲする。 

                                                    

  ○こうち山の日推進事業                               ７，４１２（１１，０３２） 

    県民参加の森林保全活動を推進するため、「こうち山の日」を推進し、県民の理解と関心を深

めるための県民の発案による森林保全等の企画提案事業などを支援する。 

                                                                      

  ○山の学習総合支援事業                       １０，３３６（２１，９９５） 

    人と木の共生を基本理念とした「木の文化県構想」や「こうち山の日」の活動の一環として

「木の文化」を身につけ、活動できる人材を養成するとともに、木や森に関わる人々の技術や

伝統を伝えていくため、次代を担う子ども達への体験学習の支援を行う。 

 

    ○生き活きこうちの森づくり推進事業                  ４,０００（１２，０００） 

       県民生活に身近な場所で森林と人とがふれ合う森林を地域が一体となって整備、管理、活用

していく取り組みを支援する。 

 

    ○森林保全ボランティア活動推進事業               ４，８６０（５，８５０） 

       森林整備を実践する森林ボランティア団体の設立に際して、間伐用機械器具を支給するとと

もに、団体の間伐活動等を市町村と連携して地域通貨を交付することにより支援し、県民参加

による森林整備を促進する。 

 

（２）森や木のものを使う取り組みの促進  

                                                               

 ①県産材利用推進事業のうち木づかい促進事業（再掲） 

○木づかい促進事業                       ８，０００（７，０００） 

３  森を知り、木に親しむ暮らしづくり 

 
 森林や木の良さと大切さを多くの人に知っていただき、県民参加による健全な森づくりや、木

材の積極的な活用に参加していただけるよう、森を知り木に触れる場づくりや、情報提供などの

取り組みを進めます。 
 また、森林を健全な形で育てていくために、県民や企業などの主体的な参加を求めながら、役

割分担とパートナーシップによる森づくりを進めます。 
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「木に親しむ」活動の一環として、県民が日常生活の中で身近に木とふれあう機会の創出と

木の良さを体感し、木への関心や興味を深めるための県産材を利用した取り組みを支援する。 

 

○間伐材利活用推進事業（新規）                １２，０００（  －  ） 

「木を活かす」活動の一環として、間伐材を有効に活用するための県民からの企画や開発な

どの提案事業に対して支援する。 

 

②地域林業総合支援事業（再掲）                       １５，５７１（１４，５３３） 

 

 

 


